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②暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規

定する暴力団等の事務所又はその他これに類する用途 

③無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第５条に

規定する観察処分を受けた団体の事務所又はその他これに類する用途 

④破壊活動防止法（昭和27年法律第240号）第5条第3号に規定する処分又は同法第7条に規

定する解散の指定を受けた破壊的団体の事務所又はその他これに類する用途 

   ⑤近隣住民との紛争を引き起こす原因となるような用途 

   土地売買契約締結後、この契約に係る権利の全部又は一部を第三者に譲渡するときは、①

から⑤までの事項について遵守する旨を譲受人との契約書に契約条件として加えていただ

きます。 

（２）実地調査 

    契約条件の履行状況を把握するため、新城市は随時実地調査を実施し、又は買受人に必

要な報告を求めます。この場合、買受人は協力していただきます。 

 （３）契約違反の取扱 

    上記⑴に違反した場合は、売買代金の100分の 30の違約金を支払っていただきます。 

    上記⑵に違反した場合は、売買代金の100分の 10の違約金を支払っていただきます。 

 （４）物件引渡し後の費用負担 

    上下水道・電気・ガス等の引き込みに必要となる費用等、物件の引渡し以後に必要とな

る一切の費用は、買受人の負担となります。 

 

８ 代金等の納付場所 

区  分 金融機関名（順不同） 

指定金融機関 三菱ＵＦＪ銀行 

収納代理金融機関 愛知銀行 

豊橋信用金庫 

豊川信用金庫  

蒲郡信用金庫 

愛知東農業協同組合 

 

附 則(平成 30 年 11 月 1 日決定） 

この要領は、平成 30 年 11 月 12 日から施行する。 

 附 則(平成 31 年 2 月 26 日決定） 

この要領は、平成 31 年 2 月 26 日から施行する。 

附 則(令和元年 5 月 7 日決定） 

この要領は、令和元年 5 月 7 日から施行する。 

附 則(令和 3 年 7 月 1 日決定） 

この要領は、令和 3 年 7 月 1 日から施行する。 

附 則(令和 7 年 11 月 17 日決定） 

この要領は、令和 7 年 11 月 17 日から施行する。 












